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(57)【要約】
【課題】バイパス管毎に開閉仕切弁とその駆動源を必要
とせず、部品点数の増加を抑えることができる内燃機関
の排気装置を提供する。
【解決手段】複数の排気口９から排気管１１がそれぞれ
独立して延設され、排気管１１が独立した領域にて排気
管１１同士を連通するバイパス路ｆ５，ｆ６を備え、バ
イパス路ｆ５，ｆ６を開閉して排気特性制御する内燃機
関４の排気装置１０である。そして、バイパス路ｆ５，
ｆ６が複数設けられると共に前記バイパス路ｆ５，ｆ６
同士が隣接するように集められたバイパス集合部１５が
設けられ、バイパス集合部１５には、複数のバイパス路
ｆ５，ｆ６を同時に開閉する単一の開閉弁３０と開閉弁
３０を開閉駆動する単一のアクチュエーター２０が設け
られる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の排気口（９）から排気管（１１）がそれぞれ独立して延設され、
　前記排気管（１１）が独立した領域にて前記排気管（１１）同士を連通するバイパス路
（ｆ５，ｆ６，ｆ８，ｆ９）を備え、
　前記バイパス路（ｆ５，ｆ６）を開閉して排気特性制御する内燃機関（４）の排気装置
（１０）であって、
　前記バイパス路（ｆ５，ｆ６，ｆ８，ｆ９）が複数設けられると共に前記バイパス路（
ｆ５，ｆ６，ｆ８，ｆ９）同士が平行に隣接するように集められたバイパス集合部（１５
）が設けられ、
　前記バイパス集合部（１５）には、回転中心を複数の前記バイパス路（ｆ５，ｆ６，ｆ
８，ｆ９）の境界に位置させて、同複数のバイパス路（ｆ５，ｆ６，ｆ８，ｆ９）を同時
に開閉する単一の開閉弁（３０）と前記開閉弁（３０）を開閉駆動する単一のアクチュエ
ーター（２０）が設けられたことを特徴とする内燃機関（４）の排気装置（１０）。
【請求項２】
　前記バイパス集合部（１５）の内部には、仕切内壁（３５，３６）が設けられて複数の
前記バイパス路（ｆ５，ｆ６）が形成されており、
　前記開閉弁（３０）は、前記バイパス路（ｆ５，ｆ６）の横断面形状に対応する板状の
フラップ部（３２）と前記フラップ部（３２）を回動させるための１つの回転軸（３１）
を有していること特徴とする請求項１に記載の内燃機関（４）の排気装置（１０）。
【請求項３】
　前記フラップ部（３２）は、前記回転軸（３１）を挟んで両側に配置される一対のフラ
ップ部半体（３２ａ，３２ｂ）を備えており、
　前記フラップ部半体（３２ａ，３２ｂ）それぞれが、それぞれの前記バイパス路（ｆ５
，ｆ６）に対して開閉可能に対応していることを特徴とする請求項２に記載の内燃機関（
４）の排気装置（１０）。
【請求項４】
　前記バイパス集合部（１５）は円管状の円管胴部（１５ａ）を備えており、
　前記フラップ部（３２）が前記円管胴部（１５ａ）の内径に対応する円板状に形成され
ていることを特徴とする請求項２または３に記載の内燃機関（４）の排気装置（１０）。
【請求項５】
　前記開閉弁（３０）は、前記回転軸（３１）が併設される２つの前記仕切内壁（３５，
３６）の延長面上に位置していることを特徴とする請求項２～４の何れか一項に記載の内
燃機関（４）の排気装置（１０）。
【請求項６】
　前記仕切内壁（３５，３６）は、仕切内壁端縁（３５ｅ，３６ｅ）にて形成されるスリ
ット（４０）を備え、
　前記スリット（４０）内に前記回転軸（３１）が配置されており、
　前記フラップ部（３２）と前記仕切内壁端縁（３５ｅ，３６ｅ）とが前記開閉弁（３０
）の閉じ状態において当接することを特徴とする請求項５に記載の内燃機関（４）の排気
装置（１０）。
【請求項７】
　前記仕切内壁端縁（３５ｅ，３６ｅ）は、前記回転軸（３１）と非接触とする屈曲また
は湾曲したスリット形成部（３５ａ，３６ａ）の先端に設けられたことを特徴とする請求
項６に記載の内燃機関（４）の排気装置（１０）。
【請求項８】
　前記開閉弁（３０）は、前記フラップ部（３２）が前記回転軸（３１）の両側に位置さ
れる前記仕切内壁（３５，３６）に密着するように構成されたことを特徴とする請求項６
または７に記載の内燃機関（４）の排気装置（１０）。
【請求項９】
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　前記回転軸（３１）の両側に位置された前記仕切内壁（３５，３６）は、前記フラップ
部（３２）の厚み分だけフラップ厚み方向にずれて設けられたことを特徴とする請求項８
に記載の内燃機関（４）の排気装置（１０）。
【請求項１０】
　前記開閉弁（３０）の回転軸（３１）は、前記仕切内壁（３５，３６）のスリット（４
０）内に配置され、
　前記スリット（４０）を形成する仕切内壁端縁（３５ｅ，３６ｅ）と前記開閉弁（３０
）のフラップ部（３２）とが、開閉弁閉じ状態において離間することを特徴とする請求項
２～５、８のいずれか一項に記載の内燃機関（４）の排気装置（１０）。
【請求項１１】
　複数の排気口（９）から排気管（１１）がそれぞれ独立して延設され、
　前記排気管（１１）が独立した領域にて前記排気管（１１）同士を連通するバイパス路
（ｆ５，ｆ６）を備え、
　前記バイパス路（ｆ５，ｆ６）を開閉して排気特性制御する内燃機関（４）の排気装置
（１０）であって、
　前記バイパス路（ｆ５，ｆ６）が複数設けられると共に前記バイパス路（ｆ５，ｆ６）
同士が隣接するように集められたバイパス集合部（１５）が設けられ、
　前記バイパス集合部（１５）には、複数の前記バイパス路（ｆ５，ｆ６）を同時に開閉
する単一の開閉弁（３３）と前記開閉弁（３３）を開閉駆動する単一のアクチュエーター
（２０）が設けられ、
　前記バイパス集合部（１５）の内部には、仕切内壁（４４）が設けられて複数の前記バ
イパス路（ｆ５，ｆ６）が形成されており、
　前記開閉弁（３３）は、前記バイパス路（ｆ５，ｆ６）の横断面形状に対応して同バイ
パス路（ｆ５，ｆ６）を開閉する板状のフラップ部（３３ａ，３３ｂ）と前記フラップ部
（３３ａ，３３ｂ）を回動させるための１つの回転軸（３１）を有し、前記回転軸（３１
）が前記仕切内壁（４４）に対して交差する方向で貫通して設けられたことを特徴とする
内燃機関（４）の排気装置（１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は内燃機関の排気装置に関し、特に、多気筒型内燃機関の排気装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内燃機関において、排気管内を流れる排気の慣性や脈動をなどの動的効果が、内燃機関
の容積効率に影響を与えることが知られている。この動的効果を多気筒型内燃機関に応用
し、互いに対応する気筒から延びる排気管を適宜長さの位置で集合させるとともに、それ
ら気筒同士の排気タイミングをずらし（実際には点火タイミングをずらす）一方の排気管
から得られる脈動等の動的効果を、排気管を介して他側の気筒に作用させて、他側の気筒
の容積効率の向上を図ろうとしたものがある。
　この場合、容積比率は内燃機関の回転数によって異なり、設定された排気系に適応した
回転域においては、前掲の動的効果が有効に作用して容積効率が高められるが、ある回転
域においては動的効果と排気時期とにズレが生じて逆に容積効率の低下を招いてしまうこ
とがある。これは、高回転域において効果的な動的効果を得るように排気系の形状や寸法
を設定すると、内燃機関の回転数が中回転域に達した際に、排気時期と動的効果との良好
なマッチングが得られず内燃機関の容積効率が低下し、この結果、内燃機関の出力が中回
転域において落ち込む現象が生じる。そこで従来では、排気管の集合部分に切換弁設け、
この切換弁を内燃機化の回転数に応じて切り替えることによって、排気系の集合方式を変
え、出力の落ち込む回転域における排気の脈動効果を打ち消し、これによって出力の落ち
込み現象を軽減する技術が提案されている。
　この排気系の集合方式を変えるものとしては、例えば、特許文献１には、４気筒内燃機
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関の排気管が独立した領域にて、２つずつをそれぞれ連通させるバイパス管を設けてある
。そして、これらのバイパス管の内部に開閉仕切弁を設けて、これを開閉駆動させる技術
が開示されている。また、このバイパス管は前後に位置をずらして、相互干渉を避けるよ
うに配置され、開閉仕切弁は２個設けられ、駆動源も２個設けられた構造であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平２－２８５１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように従来におけるこの種の排気装置にあっては、排気管を連通したバイパス管毎
に開閉仕切弁が設けられている。また、この開閉仕切弁を駆動するための駆動源もそれぞ
れ必要とされているために、部品点数の増加とともに、製造工数ならびにコストアップを
招く課題があった。
【０００５】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、バイパス管毎に開
閉仕切弁とその駆動源を必要とせず、部品点数の増加を抑えることができる内燃機関の排
気装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、請求項１に係る発明は、複数の排気口から排気管がそれぞ
れ独立して延設され、前記排気管が独立した領域にて前記排気管同士を連通するバイパス
路を備え、前記バイパス路を開閉して排気特性制御する内燃機関の排気装置であって、前
記バイパス路が複数設けられると共に前記バイパス路同士が平行に隣接するように集めら
れたバイパス集合部が設けられ、前記バイパス集合部には、回転中心を複数の前記バイパ
ス路の境界に位置させて、同複数のバイパス路を同時に開閉する単一の開閉弁と前記開閉
弁を開閉駆動する単一のアクチュエーターが設けられたことを特徴とする。
【０００７】
　請求項２に係る発明は、請求項１に記載の構成に加えて、前記バイパス集合部の内部に
は、仕切内壁が設けられて複数の前記バイパス路が形成されており、前記開閉弁は、前記
バイパス路の横断面形状に対応する板状のフラップ部と前記フラップ部を回動させるため
の１つの回転軸を有していること特徴とする。
【０００８】
　請求項３に係る発明は、請求項２に記載の構成に加えて、前記フラップ部は、前記回転
軸を挟んで両側に配置される一対のフラップ部半体を備えており、前記フラップ部半体そ
れぞれが、それぞれの前記バイパス路に対して開閉可能に対応していることを特徴とする
。
【０００９】
　請求項４に係る発明は、請求項２または３に記載の構成に加えて、前記バイパス集合部
は円管状の円管胴部を備えており、前記フラップ部が前記円管胴部の内径に対応する円板
状に形成されていることを特徴とする。
【００１０】
　請求項５に係る発明は、請求項２～４の何れか一項に記載の構成に加えて、前記開閉弁
は、前記回転軸が併設される２つの前記仕切内壁の延長面上に位置していることを特徴と
する。
【００１１】
　請求項６に係る発明は、請求項５に記載の構成に加えて、前記仕切内壁は、仕切内壁端
縁にて形成されるスリットを備え、前記スリット内に前記回転軸が配置されており、前記
フラップ部と前記仕切内壁端縁とが前記開閉弁の閉じ状態において当接することを特徴と
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する。
【００１２】
　請求項７に係る発明は、請求項６に記載の構成に加えて、前記仕切内壁端縁は、前記回
転軸と非接触とする屈曲または湾曲したスリット形成部の先端に設けられたことを特徴と
する。
【００１３】
　請求項８に係る発明は、請求項６または７に記載の構成に加えて、前記開閉弁は、前記
フラップ部が前記回転軸の両側に位置される前記仕切内壁に密着するように構成されたこ
とを特徴とする。
【００１４】
　請求項９に係る発明は、請求項８に記載の構成に加えて、前記回転軸の両側に位置され
た前記仕切内壁は、前記フラップ部の厚み分だけフラップ厚み方向にずれて設けられたこ
とを特徴とする。
【００１５】
　請求項１０に係る発明は、請求項２～５、８のいずれか一項に記載の構成に加えて、前
記開閉弁の回転軸は、前記仕切内壁のスリット内に配置され、前記スリットを形成する仕
切内壁端縁と前記開閉弁のフラップ部とが、開閉弁閉じ状態において離間することを特徴
とする。
【００１６】
　請求項１１に係る発明は、複数の排気口から排気管がそれぞれ独立して延設され、前記
排気管が独立した領域にて前記排気管同士を連通するバイパス路を備え、前記バイパス路
を開閉して排気特性制御する内燃機関の排気装置であって、前記バイパス路が複数設けら
れると共に前記バイパス路同士が隣接するように集められたバイパス集合部が設けられ、
　前記バイパス集合部には、複数の前記バイパス路を同時に開閉する単一の開閉弁と前記
開閉弁を開閉駆動する単一のアクチュエーターが設けられ、前記バイパス集合部の内部に
は、仕切内壁が設けられて複数の前記バイパス路が形成されており、前記開閉弁は、前記
バイパス路の横断面形状に対応して同バイパス路を開閉する板状のフラップ部と前記フラ
ップ部を回動させるための１つの回転軸を有し、前記回転軸が前記仕切内壁に対して交差
する方向で貫通して設けられたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１の発明によれば、複数のバイパス路を一カ所に纏めるバイパス集合路が設けら
れたので、複数バイパス路の開閉を同時にできる開閉弁を一か所に集中した単一構造とす
ることができ、合わせて、単一のアクチュエーターにて駆動することができる。したがっ
て、アクチュエーターをバイパス路数だけ設けなくてよく部品点数の削減ができ、また、
コストアップを抑えることができる。
【００１８】
　請求項２の発明によれば、バイパス集合部の内部に設けた仕切内壁によって複数のバイ
パス路の隣接領域が形成され且つバイパス路の横断面形状に対応する板状のフラップ部を
回動させる１つの回転軸を有する構成とされるので、単一の回転軸にて作動するフラップ
部にて複数バイパス路を同時に開閉でき、回転軸を駆動するアクチュエーターを１つにす
ることができ、装置の簡素化を図ることができる。
【００１９】
　請求項３の発明によれば、フラップ部は回転軸を挟んだ一対のフラップ部半体それぞれ
がバイパス路に対して開閉可能に対応するので、開閉弁の構造が簡素化されるだけでなく
、単一の開閉弁であっても、各フラップ部半体よって、各バイパス路を別々に開閉するこ
とができ、各フラップ部半体の形状も別々にすることもできる。
【００２０】
　請求項４の発明によれば、バイパス集合部の開閉弁を設ける分部が円管で構成されると
共に、開閉弁のフラップ部が円管の横断面形状に対応する円板状に構成されたことで、開
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閉弁が円板状という汎用性のある形状にて形成できるので、製作が容易でコストメリット
が大きく、また、形状がシンプルなことから精度良く作成でき、バイパス路の高い閉塞性
を確保することができる。
【００２１】
　請求項５の発明によれば、開閉弁の回転軸が仕切内壁の延長面上に位置していることに
より、開閉弁の開弁状態において、回転軸ならびにフラップ部が仕切内壁に沿うように位
置することができ、バイパス路の流れを阻害する突出構造を抑えることができる。したが
って、バイパス路内の排気ガスの流れを良くすることができる。
【００２２】
　請求項６の発明によれば、開閉弁の閉じ状態において、フラップ部と仕切内壁端縁とが
当接することで、バイパス路の閉じ状態での開閉弁の位置規制ができるので、開閉弁の回
転位置を規制する特別な部材が必要なく構成を簡素化することができる。また、フラップ
部と仕切内壁端縁とが当接によって、閉塞時の高い密閉性を確保することができる。
【００２３】
　請求項７の発明によれば、仕切内壁端縁が回転軸と非接触となるように屈曲または湾曲
したスリット形成部の先端に設けられたので、仕切内壁の仕切内壁端縁が、回転軸に干渉
しない位置に配置されてフラップ部に当接することができ、効果的な回転規制を行うこと
ができる。
【００２４】
　請求項８の発明によれば、フラップ部が回転軸の両側に位置される仕切内壁に密着でき
るように構成されたので、仕切内壁が開閉弁の全開時の位置規制を行うことができるとと
もに、排気ガスの流れを阻害しないようにバイパス路内に突出しないようにできる。また
、フラップ部が密着することでスリットが完全に閉じられるので、開閉弁の全開時のバイ
パス路間の高い密閉性を確保することができる。
【００２５】
　請求項９の発明によれば、回転軸の両側に位置する仕切内壁が、フラップ部の厚み分だ
けフラップ厚み方向にずれて設けられているので、フラップ部ならび仕切内壁を、互いに
平行かつ平坦な構造とするだけで密着させることができ、開閉弁の全開時のバイパス路間
の高い密閉性を確保することができる。
【００２６】
　請求項１０の発明によれば、フラップ部と仕切内壁端縁とが開閉弁の閉じ状態において
離間するように構成されているので、開閉弁を回転するという極めて平易な構成により、
バイパス路の連通形態を変更して排気特性を容易に変更することができる。
【００２７】
　請求項１１の発明によれば、開閉弁の回転軸の回転軸線が仕切内壁部と交差する方向で
貫通するように設けられることで、1つの回転軸で複数のフラップ部を動作させることが
でき、合わせて回転軸が仕切内壁を貫通するように構成されているので、仕切内壁により
形成される各バイパス路の閉塞性が確保されバイパス路の独立性を維持することができる
。また、この開閉弁によれば、バイパス路が３つ以上であっても１つの開閉弁にてバイパ
ス路の開閉が可能である。また、本発明によれば、開閉弁の回転軸が複数のバイパス路を
貫通する構成であるので、複数のバイパス路が平行に並んでいない構造であっても複数バ
イパス路の同時開閉が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明に係る内燃機関（エンジン）を搭載した第１実施形態における鞍乗型車両
の右側面図である。
【図２】図１に示す鞍乗型車両における排気装置を示した概略側面図である。
【図３】図１に示す鞍乗型車両における排気装置を車両正面方向から見た概略正面図であ
る。
【図４】本発明に係る第１実施形態における排気装置の要部斜視図である。
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【図５】本発明に係る第１実施形態における円管胴部の一部破断斜視図である。
【図６】図１に示す排気装置における開閉弁の開状態を示す一部破断した概略正面図であ
る。
【図７】図１に示す排気装置における開閉弁の閉じ状態を示す一部破断した概略正面図で
ある。
【図８】本発明に係る第２実施形態の排気装置における開閉弁の開状態を示す一部破断し
た概略正面図である。
【図９】本発明に係る第２実施形態の排気装置における開閉弁の閉じ状態を示す一部破断
した概略正面図である。
【図１０】本発明に係る第３実施形態の排気装置における要部斜視図である。
【図１１】図１０におけるＸ－Ｘ線に沿った断面図である。
【図１２】本発明に係る第３実施形態における排気装置の設置位置を示すための鞍乗型車
両における概略要部側面図である。
【図１３】本発明に係る第４実施形態における要部断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
（第１実施形態）
　本実施形態は鞍乗型車両の一例である自動二輪車について、図１～図７を参照しながら
説明する。
　以下説明する実施形態において、明細書中での前後左右及び上下などの方向の記載は、
自動二輪車の車体に対してのものとする。また、添付図面の見方については、図中に記載
した符号の向きに見るものとし、図中における方向の記載については、Ｆｒは車体前方を
、Ｒｒは車体後方を、Ｕｐは車体上方を、Ｄｗは車体下方を、Ｒは車体右側を、Ｌは車体
左側を示すものとする。
【００３０】
　本実施形態の自動二輪車１は、図１に示すように、車体前部のヘッドパイプ３から車体
後方斜め下側に延びるメインフレーム２を中心にした車体フレームに各種部材が取り付け
られている。すなわち、メインフレーム２には、その下側に内燃機関であるエンジン４が
懸架されており、メインフレーム２の後端が車体下方に曲がると共に車体後方に延出する
リアフレーム２ａが連結されて、シート５８やリアフェンダーが取り付けられている。ま
た、シート５８の前方には燃料タンク５９が設けられている。また、ヘッドパイプ３の下
側には、前輪４７を軸支する左右一対のフロントフォーク４６が設けられ、ヘッドパイプ
３の上側には、操作用ハンドル４８が連結されている。
　また、車体後方でリアフレーム２ａの下側には後輪４９が設けられており、この後輪４
９は、スイングアーム５１に適宜支持されて、エンジン４の出力がドライブチェーン等を
介して伝達される。
【００３１】
　本実施形態の自動二輪車１においては、エンジン４は４気筒エンジン（図３参照）であ
り、クランクケース５と、クランクケース５の前部から略上方に延出するシリンダブロッ
ク６と、シリンダブロック６の上部に連結されるシリンダヘッド７とを備えている。この
シリンダブロック６には、シリンダ内にピストンが往復移動自在に収容され、また、クラ
ンクケース５には、ピストンにコンロッドを介して連結されたクランク軸やエンジンの出
力軸が軸支されると共に、このクランク軸と出力軸との間の動力伝達機構を構成するクラ
ッチ機構や変速機構等が収容されている。
【００３２】
　シリンダヘッド７には、シリンダブロック６内のシリンダに連通する吸排気通路を開閉
する吸排気バルブが収容され、この吸排気通路の吸気口がシリンダヘッド７の背面に形成
されている。また、シリンダヘッド７の前面には、吸排気通路の排気口９が４つ形成され
（図３参照）、この各排気口９に、排気管１１が接続された排気装置１０を有している。
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排気装置１０の排気管１１は、図２および図３に示すように、排気口９から前方且つ下方
に延びて、例えばシリンダヘッド７の下側において排気路が４本から２本に纏められる第
１統合域１３ａを備え、引き続いて、シリンダヘッド７の右側方へ屈曲し且つ排気路が２
本から１本に纏められる第２統合域１３ｂを経てマフラー１４につながっている。
【００３３】
　また、本実施形態においては、図３に示すように、４つの排気口９から排気管１１がそ
れぞれ独立して延設されている。そして、この排気管１１が独立した領域において、４つ
の排気管１１（１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１１ｄ）の内２個ずつを連通するバイパス部１
２を有している。そして、このバイパス部１２には、後述する開閉弁３０が設けられてお
り、この開閉弁３０を開閉することで、エンジン４の排気特性制御するように構成されて
いる。
【００３４】
　また、本実施形態における自動二輪車１は、図１に示すように、車体前方部分（メータ
ーおよびヘッドライト部分）からエンジン上方且つ側方部分がフロントカウル６０にて覆
われている。また、このフロントカウル６０は排気管１１の前方及び下方部分も覆い前輪
４７近くまで張出したカウル下方部６０ａを備えている。
【００３５】
　以下、本実施形態におけるエンジン４の排気装置１０について詳細に説明する。
　本実施形態における排気装置１０には、図４に示すように、排気路ｆ１を形成する第一
排気管１１ａ、排気路ｆ２を形成する第二排気管１１ｂ、排気路ｆ３を形成する第三排気
管１１ｃ、および排気路ｆ４を形成する第四排気管１１ｄが、バイパス部１２において二
つのバイパス路ｆ５，ｆ６（図６参照）を形成するように繋げられている。すなわち、第
一排気管１１ａの側面に設けられた開口１１ｈと第四排気管１１ｄの側面に設けられた開
口１１ｈがバイパス管１６およびバイパス管１７を介してバイパス路ｆ５を形成するよう
に接続され、さらに、第二排気管１１ｂの側面に設けられた開口１１ｈと第三排気管１１
ｃの側面に設けられた開口１１ｈがバイパス管１８およびバイパス管１９を介してバイパ
ス路ｆ６を形成するように接続されている。そして、この２つのバイパス路ｆ５，ｆ６は
、その略中央部分において互いに隣接し且つ平行となるバイパス集合部１５が設けられて
いる。
【００３６】
　このバイパス部１２におけるバイパス集合部１５は、図４中における右側のバイパス管
１６、バイパス管１８から成る右側管部ＲＨと、左側のバイパス管１７、バイパス管１９
からなる左側管部ＬＨとを接続する部分であり、この構造は、左右側管部ＬＨ，ＲＨを連
結する円管状の円管胴部１５ａを備えている。そして、この右側管部ＲＨおよび左側管部
ＬＨには、両バイパス路ｆ５，ｆ６を形成するための仕切内壁３５，３６（図５および図
６参照）が、円管胴部１５ａの略中央においてスリット４０（図５および図６参照）を形
成し、バイパス路ｆ５，ｆ６が仕切内壁３５，３６を挟んで隣り合わせに平行に位置する
構造となっている。そして、このスリット４０には、後述する単一の開閉弁３０が配置さ
れている。
【００３７】
　本実施形態におけるバイパス集合部１５は、前掲のごとく円管胴部１５ａが左右管部分
ＬＨ，ＲＨを連結する構造となっている。すなわち、図５に示すように、円管胴部１５ａ
はその直径方向に貫通する回転軸３１を備える開閉弁３０が設けられており、この開閉弁
３０が、仕切内壁３５と仕切内壁３６とによって形成されるスリット４０内（図６参照）
に回転自在に配置されている。
【００３８】
　したがって、この開閉弁３０は、回転軸３１の回転軸線が仕切内壁３５，３６に沿うよ
うにスリット４０内に配置され、また、開閉弁３０は、フラップ部３２が円管胴部１５ａ
の内径に対応する単純な円板形状に構成されている。このように、バイパス集合部１５に
おけるバイパス路f５，f６の横断面形状は円形であり、この円形状に対応する円板状のフ
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ラップ部３２が設けられている。このフラップ部３２は、回転軸３１を挟んで両側に配置
される半円板状の一対のフラップ部半体３２ａ，３２ｂから構成されており、両フラップ
部半体３２ａ，３２ｂが、バイパス路ｆ５，ｆ６をそれぞれ開閉可能に対応する形状とな
っている。
　したがって、開閉弁３０の回転軸３１の回転軸線が仕切内壁に沿って設けられることで
、単一の開閉弁３０であっても各フラップ部半体３２ａ，３２ｂよって、各バイパス路ｆ
５，ｆ６を別々に開閉する。
【００３９】
　本実施形態においては、このようにバイパス路ｆ５，ｆ６を一カ所に纏めるバイパス集
合部１５を設けた構成であるので、２つのバイパス路ｆ５，ｆ６の開閉を同時にできる開
閉弁３０を単一構造としので、回転軸３１を駆動するアクチュエーター２０も１つにする
ことができる。この結果、２つのバイパス路ｆ５，ｆ６を開閉するのに、１つの開閉弁３
０と1つのアクチュエーター２０でよく、駆動装置および構造の簡素化を図ることができ
る。
【００４０】
　また、本実施形態においては、バイパス集合部１５における開閉弁３０を設ける分部を
円管である円管胴部１５ａとしたことにより、開閉弁３０には円管の横断面形状に対応す
る円板状の単純形状のフラップ部３２とすることができる。このように、開閉弁３０の開
閉構造部分が円板状という汎用性のある形状にて形成できるので、製作が容易である。ま
た、形状もシンプルなことから精度良く作成でき、バイパス路f５，f６の高い閉塞性を確
保しやすい。
【００４１】
　本実施形態においては、図５に示すように、フラップ部３２は、回転軸３１の長さ方向
の中央部にて締結部材であるボルト３７およびナット３８により取り付けられている。ま
た、回転軸３１は、一端部には、アクチュエーター２０が装着され、他端部は軸受部２１
が設けられている。また、アクチュエーター２０は、制御部２２（図２参照）により、エ
ンジン４の回転数に対応して適宜制御される。
【００４２】
　また、本実施形態においては、スリット４０は、仕切内壁３５が屈曲したスリット形成
部３５ａと仕切内壁３６が湾曲したスリット形成部３６ａとよって構成されており、回転
軸３１とは接触しないで囲むように構成されている。そして、開閉弁３０は、フラップ部
３２が回転軸３１の両側に位置された両仕切内壁３５，３６に対しては密着できるように
構成されている。すなわち、開閉弁３０が全開状態（図６参照）においては、フラップ部
半体３２ａが仕切内壁３５に接すると共にフラップ部半体３２ｂが仕切内壁３６に接する
。一方、開閉弁３０の閉じ状態（図５および図７の状態）においては、両仕切内壁３５，
３６の仕切内壁端縁３５ｅ，３６ｅが両フラップ部半体３２ａ，３２ｂに当接するように
構成されている。
【００４３】
　なお、本実施形態においては、回転軸３１の両側に位置された仕切内壁３５と仕切内壁
３６とは、フラップ部３２の厚み分（ｄ）だけフラップ厚み方向にずれて設けられている
（図５参照）。これは、回転軸３１の両側に位置する両仕切内壁３５，３６が、フラップ
部３２の厚み分だけフラップ厚み方向にずれて設けられていることで、フラップ部３２な
らび両仕切内壁３５，３６は互いに平行かつ平坦な面を有する構造とするだけで、開閉弁
３０の全開時においてフラップ部３２と両仕切内壁３５，３６とが密着できる。
【００４４】
　このように、スリット４０を構成する仕切内壁３５，３６が回転軸３１と非接触とする
スリット形成部３５ａ，３６ａを有していることで、仕切内壁３５，３６の仕切内壁端縁
３５ｅ，３６ｅが、回転軸３１およびフラップ部３２の締結部材に干渉しない位置に配置
されて、フラップ部３２に対して当るように構成できるので、開閉弁３０の効果的な回転
規制を行うことができる。また、開閉弁３０の回転位置を規制する特別な部材を削減でき
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構成を簡素化できる。
【００４５】
　また、本実施形態では、開閉弁３０はその開状態において、フラップ部３２が仕切内壁
３５，３６に密着できるように構成されたことで、バイパス路ｆ５，ｆ６内に突出せず排
気ガスの流れを阻害しないようにできる。すなわち、フラップ部３２の回転軸３１の回転
軸線が仕切内壁３５，３６の延長面上に位置していることにより、開閉弁３０の開弁状態
において、回転軸３１ならびにフラップ部３２は仕切内壁３５，３６に沿うように位置し
、バイパス路ｆ５，ｆ６の排気ガスの流れを阻害する突出構造を抑えることができ、バイ
パス路ｆ５，ｆ６の排気ガスの流れを良くすることができる。
　また、開閉弁３０を設けたスリット４０はフラップ部３２によって両仕切内壁３５，３
６に密着して閉じられることで、各バイパス路ｆ５，ｆ６の閉塞性は確保される。
【００４６】
　以下、図６および図７を参照して、開閉弁３０の作動について説明する。
　先ず、図６に示す開閉弁３０が全開の状態について説明する。
　この開閉弁３０は、その全開状態においては、フラップ部３２のフラップ部半体３２ａ
が仕切内壁３５の壁面に密着する一方、他方のフラップ部半体３２ｂが仕切内壁３６の壁
面に密着している。この状態において、第一排気管１１ａと第四排気管１１ｄとが連通さ
れてバイパス路ｆ５が形成されると共に、第二排気管１１ｂと第三排気管１１ｃとが連通
されてバイパス路ｆ６が形成される。このようなバイパス路ｆ５，ｆ６の連通は、例えば
回転数が低中回転域にあるときに、制御部２２の信号によってアクチュエーター２０を駆
動して行われる。
【００４７】
　次ぎに、図７に示す開閉弁３０が閉じた状態について説明する。
　開閉弁３０は、アクチュエーター２０の作動により回転軸３１が回動（図６において反
時計回り方向の回動）される。この作動により、フラップ部３２と仕切内壁端縁３５ｅ，
３６ｅとが当接して開閉弁３０の回動が停止する。この開閉弁３０の閉じ状態において、
フラップ部３２と仕切内壁端縁３５ｅ，３６ｅとが当接することで、バイパス路ｆ５，ｆ
６の閉じ状態での開閉弁３０は位置規制される。また、閉じ状態においてフラップ部３２
と仕切内壁端縁３５ｅ，３６ｅとが当接しているので、両バイパス路ｆ５，ｆ６間の密閉
性も確保されている。このようにバイパス路ｆ５，ｆ６の連通なし状態は、例えば回転数
が高回転域にあるときに、制御部２２の信号によってアクチュエーター２０を駆動して行
われる。
【００４８】
（第２実施形態）
　以下、本発明における第２実施形態について図８および図９を参照して説明する。
　なお、図８および図９に示す構成については、仕切内壁の構造以外は前掲の第１実施形
態と同様である。したがって、第１実施形態と同じ構成要素については同符号を付してそ
の説明を省略する。
【００４９】
　本実施形態における開閉弁３０は、回転軸３１が仕切内壁３５，３６のスリット４０に
位置されている構造においては同様であるが、スリット４０を形成する両仕切内壁端縁３
５ｅ，３６ｅと、フラップ部３２と、が当接しないように構成されている。すなわち、図
９に示すように、開閉弁３０の閉じ状態において、両仕切内壁端縁３５ｅ，３６ｅとフラ
ップ部３２とが離間する構造となっている。
【００５０】
　以下、開閉弁３０の作動について説明する。
　先ず、開閉弁３０が全開の状態について図８を参照して説明する。
　開閉弁３０の全開状態においては、フラップ部３２のフラップ部半体３２ａが仕切内壁
３５の壁面に密着する一方、他方のフラップ部半体３２ｂが仕切内壁３６の壁面に密着し
ている。この全開状態において、第一排気管１１ａと第四排気管１１ｄとが連通されて、
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バイパス路ｆ５が形成され、第二排気管１１ｂと第三排気管１１ｃとが連通されてバイパ
ス路ｆ６が形成される。
【００５１】
　次ぎに、開閉弁３０が閉じた状態について図９を参照して説明する。
　開閉弁３０は、アクチュエーター２０の作動により回転軸３１が回動（図８において反
時計回り方向の回動）されて両仕切内壁３５，３６に対して直交する位置まで回転され停
止する。この開閉弁３０の閉じ状態において、バイパス路ｆ５，ｆ６は閉じ状態となる一
方、新たなバイパス路ｆ８およびバイパス路ｆ９が形成される。すなわち、第一排気管１
１ａと第二排気管１１ｂと連通するバイパス路ｆ８、ならびに第三排気管１１ｃと第四排
気管１１ｄと連通するバイパス路ｆ９が形成される。
【００５２】
　このように本実施形態では、第１実施形態とは異なり、第１実施形態では開閉弁３０の
閉じ状態において、フラップ部３２と両仕切内壁３５，３６とが離間しているので、バイ
パス路の連通形態が変更された新たな開状態を形成することができる。このような極めて
平易な構成により、単一の開閉弁３０の動作により異なった排気管同士の連通をして排気
特性を容易に変更することができる。
【００５３】
（第３実施形態）
　以下、本発明における第３実施形態について図１０～図１２を参照して説明する。
　なお、図１０～図１２に示す構成については、バイパス部１２の構造以外は前掲の第１
実施形態と同様である。したがって、前掲の第１実施形態と同じ構成要素については同符
号を付してその説明を省略する。
　本実施形態においては、図１０に示すように、第一排気管１１ａ、第二排気管１１ｂ、
第三排気管１１ｃ、および第四排気管１１ｄから車体前方に大きく張出したバイパス部１
２が設けられている。このバイパス部１２のバイパス管１６、バイパス管１７、バイパス
管１８、およびバイパス管１９は、前掲の第１実施形態のものに比べて前方かつ下方に大
きく延びた構成であり、バイパス集合部１５は、図１２に示すように、排気管１１の前方
側で車両最下端付近に配置されている。そして、バイパス部１２は、フロントカウル６０
のカウル下方部６０ａに覆われている。また、本実施形態におけるアクチュエーター２０
はバイパス集合部１５の下側に取り付けられている。
【００５４】
　本実施形態においては、バイパス集合部１５は、円筒形の中央筒部１５ｂと中央筒部１
５ｂの両端の両半球部１５ｃ，１５ｃからなり、その内部には、図１１に示すように、仕
切内壁３５，３６が設けられて２つの部屋が形成されている。そして、この仕切内壁３５
，３６は、中央筒部１５ｂに接続されたバイパス管１８とバイパス管１９とを連通するバ
イパス路ｆ５を形成し、また、両半球部１５ｃ，１５ｃに接続されたバイパス管１６とバ
イパス管１７とを連通するバイパス路ｆ６を形成する。また、両仕切内壁３５，３６間に
開閉弁３０が設けられている。
【００５５】
　本実施形態においては、フラップ部３２は、平板状の円板形状であり、そのフラップ外
縁部３２ｅが中央筒部１５ｂの内面１５ｅに接するように位置する（図１１に示す状態）
ことにより、両バイパス路ｆ５，ｆ６は閉じられる。また、アクチュエーター２０により
回転することにより、フラップ部３２が仕切内壁３５，３６に密着（図１１の想像線にて
示す状態）して、両バイパス路ｆ５，ｆ６が連通される。
　なお、本実施形態におけるフラップ部３２の開閉では、フラップ部３２の動作角度が４
５度程度で小さく設定されている。この場合、動作が小さくなるので、切り替えを迅速に
行うことができる。
　また、本実施形態においては、４本のバイパス管が長く構成されているので、第１実施
形態の場合とは異なった排気特性を期待することができる。
【００５６】
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（第４実施形態）
　以下、本発明における第４実施形態について図１３を参照して説明する。
　なお、図１３に示す構成については、開閉弁３３の構造以外は第３実施形態に示す構造
と同様である。したがって、第３実施形態と同じ構成要素については同符号を付してその
説明を省略する。
【００５７】
　本実施形態における開閉弁３３は、回転軸３１がバイパス路ｆ５，ｆ６を形成する単一
の仕切内壁４４に対して交差する方向で貫通孔４４ａを貫通し且つ各バイパス路ｆ５，ｆ
６を横断して配置されている。そして、回転軸３１には、回転軸線ＣＬの方向に離れた２
枚の半円形のフラップ部３３ａ，３３ｂが設けられている。そして、一端側にアクチュエ
ーター２０が接続されている。すなわち、各バイパス路ｆ５，ｆ６は、半円形のフラップ
部３３ａ，３３ｂの回転により開状態（図１３に示す状態）と、この開状態から９０度回
転することで、閉じ状態となるように構成されている。
【００５８】
　このように、開閉弁３３の回転軸３１の回転軸線ＣＬが仕切内壁４４と交差する方向で
貫通するように設けられることで、1つの回転軸３１で２枚のフラップ部３３ａ，３３ｂ
を動作させることができる。合わせて回転軸３１が仕切内壁４４を貫通するように構成さ
れているので、仕切内壁４４により形成される各バイパス路ｆ５，ｆ６の閉塞性は確保し
やすくバイパス路ｆ５，ｆ６の独立性を維持し易い。
　また、本実施形態の開閉弁３３によれば、排気管の数がより多いいエンジンの場合、フ
ラップ部を３つ以上設けることもでき、バイパス路が３つ以上であっても１つの開閉弁に
てバイパス路の開閉が可能である。
　また、本実施形態のように、開閉弁３３の回転軸３１が複数バイパス路ｆ５，ｆ６を貫
通する構成であると、例えば、複数バイパス路ｆ５，ｆ６を形成するバイパス集合部１５
が、図１３に示す構造とは異なり、二本のバイパス管が所定箇所で接するように配置され
ていれば回転軸３１を設けることができ、複数バイパス路が平行に並んでいない構造であ
っても複数バイパス路の同時開閉が可能である。
【００５９】
　本発明においては、前掲の各実施形態では、４気筒のエンジンの場合について説明した
が、本発明はこれに限るものではない。また、前掲の第１実施形態（図５～図７）に示し
たフラップ部３２では、フラップ部半体３２ａ，３２ｂが同一平面上に位置する円板形状
とされたが、回転軸３１を挟んだフラップ部半体３２ａとフラップ部半体３２ｂとが段差
を有するような構造であってもよい。すなわち、回転軸３１の両側に位置された両仕切内
壁３５，３６が同一平面上に配置される場合には、両フラップ部半体３２ａ，３２ｂは、
仕切内壁３５，３６の厚み分だけずれるように屈曲する構造を備えていることで、フラッ
プ部半体３２ａ，３２ｂと仕切内壁３５，３６との密着性を確保するようにしてもよい。
また、前掲の実施形態においては、フラップ部半体の形状を半円で同一形状としたが、本
発明においては、バイパス路の断面形状に対応形状であれば半円でなくても良く、また、
フラップ部半体ごとに別々な形状であってもよい。
　また、前掲の実施形態は自動二輪車について説明したが、本発明に係る鞍乗型車両の燃
料供給構造は三輪或いは四輪の他の鞍乗型車両にて適用できるものである。
【符号の説明】
【００６０】
　　　１　　自動二輪車
　　　４　　エンジン（内燃機関）
　　　７　　シリンダヘッド
　　　９　　排気口
　　１０　　排気装置
　　１１　　排気管
　　１２　　バイパス部
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　　１４　　マフラー
　　１５　　バイパス集合部
　　１５ａ　円管胴部
　　１６，１７，１８，１９　　バイパス管部
　　２０　　アクチュエーター
　　２１　　軸受部
　　２２　　制御部
　　３０，３３　　開閉弁
　　３１　　回転軸
　　３２，３３ａ，３３ｂ　　フラップ部
　　３５，３６　　仕切内壁
　　４０　　スリット
　　ｆ１，ｆ２，ｆ３，ｆ４　　排気路
　　ｆ５，ｆ６，ｆ８，ｆ９　　バイパス路

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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